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買主がコーキング不良により雨漏りが発生
したとして、売主に対し瑕疵担保請求をした
事案において、雨漏りはコーキングの経年劣
化によるもので瑕疵には該当しないとして、
その請求が棄却された事例（東京地裁 令和
3年11月25日判決 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

平成29年7月、買主X（原告・個人）は、
売主Y（被告・宅建業者）より、築約28年の
共同住宅（本件土地・建物）を代金5,450万
円で売買し引渡を受けた。

【売買契約の概要】
・隠れた瑕疵に関する瑕疵担保請求は、引渡

後2年を経過したときはできないものとす
る。ただし、補修の請求に限り、引渡後3
年間できるものとする。

・瑕疵担保責任の留意事項：築年数相応の自
然損耗、経年劣化、耐用年数切れが原因で
起きた雨漏り、水漏れ又は不具合等は、瑕
疵担保責任の対象ではない。
本件引渡から約2年1ヶ月経過した令和元

年8月、本件建物3階居室の天井付近に漏水
が発生した。

同月、XはYに、本件建物の漏水状況報告
書、漏水状況の写真及び見積書を送付して、
検討を依頼したが、Yはこの件に関して回答
をしなかった。

同年10月、XはYに対し、「本件建物は本
件売買契約締結時において雨漏りが発生して
いた。また、本件売買契約締結時に雨漏りが

存在しなかったとしても、本件売買契約から
約2年1ヶ月しか経過していないにもかかわ
らず、雨水の侵入を招くようなシーリングや
コーキングの状態は、通常の品質を契約時に
おいて有していなかったというべきであり瑕
疵にあたる」として、Xがその修補等に要し
た費用102万円余等の損害賠償を求める本件
訴訟を提起した。

これに対してYは、「本件売買契約締結時
において本件建物に雨漏りが存在していたこ
との立証がされていない。また、本件漏水の
原因はコーキングの劣化によるひび割れであ
り、築年相当の経年劣化に他ならず瑕疵には
該当しない」と反論した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Xの請求
を全て棄却した。

（瑕疵の有無について）
令和元年8月、台風が接近したことに伴う

降雨により、本件建物の北東側から本件漏水
が生じたこと、本件漏水時点で本件建物3階
部分の北東側の外壁のシーリングないしコー
キングに多数のひび割れが生じていたことが
認められる。しかし、ひび割れが本件売買契
約の締結された時点で生じていたことを認め
るに足りる的確な証拠はない。

Xは、ひび割れが本件売買契約の締結当時
に存在しなかったとしても、本件売買契約の
締結から約2年1ヶ月しか経過していない時
点で本件漏水を招くようなシーリングないし
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コーキングの状態は、本件売買契約の締結時
点で通常の品質を有しておらず、当該時点で
瑕疵があったというべきである旨主張する。

しかし、本件売買契約の締結時点で築28年
弱の中古建物であったこと、本件売買契約の
締結に当たっては、本件建物が中古物件であ
り、躯体及び工作物並びに諸設備等について
築年相応の事前損耗、経年変化が認められる
ことを踏まえた現況有姿売買であることを前
提として、Xにおいて引渡時に正常に稼働し
ていることを確認し、引渡後に自然損耗、経
年変化による劣化、腐食等を原因として設備
の故障等があったとしても、それらは隠れた
瑕疵に該当するものではない旨合意している
こと、外壁用のシーリング材の耐用年数は一
般に5年から10年程度であることが認められ
る。

このように、本件建物が中古建物であるこ
とを前提に、本件売買契約において、経年劣
化は瑕疵担保責任の対象外とする合意をし、
本件建物の引渡時に正常に稼働していること
を確認している一方、その後に顕在化したシ
ーリングないしコーキングのひび割れの発生
は、一般的なシーリング材の耐用年数を考慮
すると、経年劣化によるものといわざるを得
ないことに照らすと、このひび割れは本件売
買契約において修補の対象とされる瑕疵に当
たるということはできない。

以上によれば、本件建物に本件売買契約締
結当時、瑕疵があったと認めることはできず、
これを前提とするXの主張は、その前提を欠
き、理由がない。

3 　まとめ

本件は、買主がコーキング不良により雨漏
りが発生したと主張したが、裁判所は経年劣
化によるもので瑕疵にあたらないとして棄却
した事案である。

瑕疵（契約不適合）は、引き渡された目的
物が、種類・品質等に関して、契約の内容に
適合していないことをいうものであり、中古
住宅の売買における契約の内容は、取引後、
経年劣化により不具合等が発生する可能性の
ある築後相当年数を経過した建物の売買であ
ることから、取引後の経年劣化による不具合
発生は契約内容に適合するものであって、瑕
疵（契約不適合）には該当しない。

しかし、中古住宅の引渡し後に生じた経年
劣化による不具合等について、買主が瑕疵（契
約不適合）により担保請求ができると勘違い
をするケースがよく見られることから、トラ
ブル防止の観点から、宅建業者においては、
引渡し後、経年劣化により雨漏り等の不具合
が発生する可能性があること、その補修等の
メンテナンスは買主が行う必要がある（費用
が発生する）ことを、売買に際して買主によ
く説明し、理解させておくことが重要となる
ように思われる。

買主の瑕疵の主張が経年劣化等と判断され
損害賠償等を棄却された裁判例として、売買
ビルの各不具合が通常生じうる経年劣化と判
断された事例（東京地判 平28・7・14 RETIO 
110-114）、収益物件の不具合が経年劣化と判
断された事例（東京地判 令元8・29 RETIO 
120-146）等があり、併せて参考にしていた
だきたい。

（調査研究部調査役）
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